
文　部　科　学　省

ｍ＋ｎ※
4 0 4 0

高 等 部
ｌ

転入者 転出者

18　小学校，中学校，
　高等学校との転入・
　転出者数

19　理由別長期欠席者数

寄宿舎 家庭
(下宿含む)

児童福
祉施設

国立療
養所重
心病棟

その他
の医療
機　関

計 令和△年4月1日から

令和〇年3月31日まで

の転入・転出者数
区　　分

ｃ

身体虚弱

女

0 6 0
病 弱 ・

男

（

公

立

の

み

）

教

員

組

合

事

務

専

従

者

職

務

上

の

負

傷

疾

病

そ

の

他

（

公

立

の

み

）

教

員

組

合

事

務

専

従

者

男

女

別

休　　職 育

児

休

業

介

護

休

業

休　　職

0 5 0
肢体不自由

0 4 0
知的障害

0 3 0
聴覚障害

介

護

休

業

本

人

学

校

派

遣

者

副

校

長

・

教

頭

・

主

幹

教

諭

・

指

導

教

諭

・

教

諭

・

助

教

諭

・

講

師

養

護

教

諭

・

養

護

寄

宿

舎

指

導

員

実

習

助

手

炊

事

人

そ

の

他

計

内

科

・

外

科

・

眼

科

・

精

神

科

医

を

含

む

講師教諭 助教諭 講師 教諭 助教諭

障害種別

22　担当障害種別教員数

本　務　者 兼　務　者校長・副校長・教頭・

主幹教諭・指導教諭・

教諭・助教諭・講師

  養護教諭・養護助教諭・

  栄養教諭

計

特

別

支

援

学

校

教

諭

免

許

状

所

有

者
（

教

諭

・

助

教

諭

の

う

ち
）

９
｢６｣の本務者のうち

休職等教員数（再掲）
10　｢６｣の本務者のうち教務主任等の数（再掲） 11　｢６｣の本務者

　のうち指導主事
　等の数
　（休職者を除く。）
　（再掲，公立のみ）

12
｢６｣及び｢７｣の本務者のうち
産休代替等教職員数（再掲） 13

｢７｣のうち
寄宿舎専任
職員数

14

部

主

事

教

務

主

任

育

児

休

業

産 休 代 替
教 職 員

育 児 休 業
代 替 教 職 員

計

助

教

諭

・

栄

養

教

諭

寄

宿

舎

指

導

員

学

校

栄

養

職

員

職

務

上

の

負

傷

疾

病

そ

の

他

指

導

主

事

等

勤

務

者

・

そ

の

他

留

学

者

・

海

外

日

学校医
等の数

学

校

医

学

校

歯

科

医

学

校

薬

剤

師

(寄宿舎指導員
を除く｡再掲)

21　｢17｣の高等部のうち本科の在学者数（再掲）

寄宿舎 家庭
(下宿含む)

児童福
祉施設

病

気

経

済

的

理

由

不

登

校

そ

の

他

計

国立療
養所重
心病棟

その他
の医療
機　関

計
前年度間30日
以上の欠席者

中

学

部

※
4 0 3 0

中 学 部
ｉ

小

学

部

前年度間30日
以上の欠席者

ｆ※
4 0 2 0

小 学 部

※
4 0 1 0

幼 稚 部

部　別

16
｢15｣の
うち外
国人在
学者数
(再掲)

17　通 学 状 況 別 在 学 者 数

※
3

実

習

助

手

副

校

長

・

教

頭

・

主

幹

教

諭

・

指

導

教

諭

・

教

諭

・

助

教

諭

・

講

師

養

護

教

諭

・

養

護

助

教

諭

・

栄

養

教

諭

教

育

委

員

会

事

務

局

計

事

務

職

員

進

路

指

導

主

事

寮

務

主

任

自

立

活

動

担

当

教

員

農

場

長

司

書

教

諭

舎

監

※
3 0 1 0

学

年

主

任

保

健

主

事

生

徒

指

導

主

事

学

科

主

任
※
3

※
3 0 2 0

視覚障害

※
3

※
3

※
2 0 2 0

女

※
2 0 1 0

男

計

の

う

ち

介

助

業

務

を

担

当

す

る

職

員

負 担 法 に よ る 者
の う ち 休 職 者

事

務

職

員

寄

宿

舎

指

導

員

学

校

栄

養

職

員

学

校

栄

養

職

員

学

校

給

食

調

理

従

業

員

用

務

員

警

備

員

・

そ

の

他

事

務

職

員

技

術

職

員

寄

宿

舎

指

導

員

実

習

助

手

養

護

職

員

養

護

教

諭

養

護

助

教

諭

（

看

護

師

等

）

栄

養

教

諭

講

師

計

事

務

職

員

寄

宿

舎

指

導

員

学

校

栄

養

職

員

主

幹

教

諭

指

導

教

諭

教

諭

助

教

諭

養

護

教

諭

養

護

助

教

諭

６　教　　　員　　　数 ７　職　員　数（本務者のみ） ８

男

女

別

本　務　者（休職者等を含む。） 兼　務　者（休職者等を除く。） 負担法による者（公立のみ） そ　の　他　の　者

計

（再掲）

栄

養

教

諭

講

師

計

校

長

副

校

長

教

頭

（

国

・

公

立

の

本

務

者
）

私

費

負

担

の

職

員

数

校

長

副

校

長

教

頭

主

幹

教

諭

指

導

教

諭

教

諭

助

教

諭

国 立
都 道 府 県 立
市 （ 区 ） 立
町 立
村 立

25
31

５　｢計」欄のあるところは，必ず検算する。
該当する項の番
号を記入する。

該当する項の番
号を記入する。

組 合 立
学 校 法 人 立 １　本　校

２　分　校

視

覚

障

害

聴

覚

障

害

知

的

障

害

統計法に基づく基幹統計調査

1
学校の
所在地

〒　　　　　（市区郡）　　　　（町村）　　　　（番地）

　　　　　　　　　電話（　　　　〈　　　〉　　　　）

２
（フリガナ）

学校名

学　校

分　校

所在地の
市町村番
号

３　設 置 者 別 ４ 本校分校別 ５　障害種別
報
告
者

受け入れる
障害種別に
ついて「1」
を記入する。

※
1 0 1 0

肢

体

不

自

由

病

弱

・

身

体

虚

弱

取扱者

氏　名

11
21
22
23
24

４　符号ａ～ｎは，調査票の各欄の同符号と必ず一致しなければならない。

　め，校長から提出する。なお，｢５障害種別｣については，学校教育法第73条により当該学校が教育の対象と

　する全ての障害種別について「１」を記入する。

２　数字は，　　　　　の中に一字ずつ，右側につめて記入する。

３　５月１日現在，部は設置されているが，在籍者がいない場合は，｢17通学状況別在学者数｣の該当する部の｢計｣

　欄に　　　　　　　と記入する。

校　長

氏　名

特別支援学校　１

4

１　本校と分校（正規の手続を完了したもの。）は，別々に調査票を作成する。分校の調査票は，本校で取りまと

秘 ―令和〇年５月１日現在―（ 様 式 第 6 号 ）
1 5E1･･･････････

令和〇年度　学　校　基　本　調　査 都道府
県番号

学校コード

学　校　調　査　票（特別支援学校）（４－１）

Ｎ

統計法に基づ

く国の統計調

査です。調査

票情報の秘密

の保護に万全

を期します。

□正しい番号が記入されていますか。

□私立特別支援学校等で本項目の職名を

用いていない場合，下記により職務内容で

判断してください。
･教務主任：校長の監督を受け，教育計画の

立案その他の教務に関する事

項について連絡調整及び指導，

助言に当たる。

･学年主任：校長の監督を受け，当該学年の

教育活動に関する事項について

連絡調整及び指導，助言に当た

る。

･保健主事：校長の監督を受け，中学校にお

ける保健に関する事項の管理に

当たる。

･生徒指導主事

：校長の監督を受け，生徒指導に

関する事項をつかさどり，当該

事項について連絡調整及び指

導，助言に当たる。

･進路指導主事

：校長の監督を受け，生徒の職業

選択の指導その他の進路の指

導に関する事項をつかさどり，当

該事項について連絡調整及び

指導，助言に当たる。

･学科主任：校長の監督を受け，当該学科の

教育活動に関する事項について

連絡調整及び指導，助言に当た

る。

･農 場 長：校長の監督を受け，農業に関する

実習地及び実習施設の運営に

関する事項をつかさどる。

･寮務主任：校長の監督を受け，寮務に関す

る事項について連絡調整及び指

導，助言に当たる。

･司書教諭：学校図書館法第5条の規定によ
る司書教諭の資格を有している

者で，学校図書館の専門的職務

に従事する者として発令を受けて

いる者。

･自立活動担当教員

：教育職員免許法施行規則第63
条の2の規定により特別支援学
校の自立活動の教諭の一種免

許状を授与されて特別支援学校

において自立活動を担任してい

る教員及び前期の免許状は有し

ていないが，特別支援学校にお

いて専ら自立活動を担任してい

る教員。

･舎 監：校長の監督を受け，寄宿舎の管理

及び寄宿舎における児童等の教

育に充たる教員。

□公立学校のみ記入します。「負担法に

よる者」とは，都道府県費負担に係る都

道府県立学校の職員及び市町村立学校職

員給与負担法（指定都市においては義務

教育費国庫負担法）による職員をいいま

す。

□校長が０名あるいは２名の場合は，調査票欄外

に理由を簡潔に記入してください。(例 校長休職

中のため 等)なお，校長が２名(いずれも本務者)

の場合は，「9」欄及び「11」欄に該当がないか必

ず確認してください。

□教諭，助教諭のうち，担当している障害種別に

ついて，相当する特別支援領域の免許状(普通免

許状又は臨時免許状)を有している者の数を記入

します。

・「担当している障害種別」とは，「５ 障害種

別」で記入した障害種別のうち，当該教員が担当

している障害種別となります。

・複数の障害種別を対象とする場合は，それら全

ての特別支援領域の免許状を有する者のみ，実数

で記入します。

・休職中等により，担当する障害種別が定められ

ていない者については，「５ 障害種別」に対応

する免許状を全て有している場合のみ便宜計上の

対象とします。

□小学校，中学校，高等学校から転入してきた児童生徒及

びこれらの学校に転出した児童生徒数を記入します。

また，小学校(小学部)又は中学校(中学部)を卒業(修了)後

に中学部（中学校）又は高等部(高等学校)へ進学した者も

含めます。

ただし，特別支援学校相互の転入者転出者は含めません。

□留学者：国内又は外国の大学及び教育研究所へ研修のため6ヶ月以上継

続して派遣されている者(国立大学附属学校へ派遣されている者を除く。)。

□海外日本人学校派遣者：長期研修出張の扱いで文部科学省の委嘱により，

在外の日本人学校又は補習授業校に派遣されている者。

□大学院派遣者,教育センター長期派遣者もこちらへ記入します。

□「６ 教員数」のうち，教諭，助教諭，

講師について，その教員が担当する学

級の障害種別により該当欄に計上しま

す。

・重複障害学級については主たる障害

種別のみ計上し，併せ持つ障害種別に

は計上しません。主たる障害種別とは，

当該学級の学級編制上，主たる教育の

対象としている障害種別をいいます。

・複数の学級を担当している場合は該

当する全ての障害種別に計上します。

その際，重複障害学級が含まれる場合

は，上述の取扱となります。

2 0

1
2 1 1

1 1615 1 2

31 1 1 1 2

3

3

1

0

11 4

□学校に籍はあるが，例えば教育委員

会事務局，教育研究所，公民館，理科

センターに専ら勤務する者や国立大学

附属学校へ派遣されている者をいいま

す。

1 6

4 1

2 2

3 1

1 6

4 1

2 2

3 1

22 22

11

0

0

1

□育児休業教員≧育児休業代替教員となっていま

すか。なお，育児休業教員1名に対し，代替教員(

本務者に限る)を２名配置している場合等はこの

限りではありませんが，その旨を調査票欄外に簡

潔に記入してください。

■調査票記入例 文部科学省ホームページ掲載の『質疑応答集』も御確認ください。
https://www.mext.go.jp/b_menu/toukei/chousa01/kihon/1267995.htm
○学校基本調査＞Ｑ＆Ａ＞質疑応答集（初等中等教育機関，専修学校・各種学校編）

□ 廃校の場合，「３」を記入しま

す。

□辞令面により記入します。

□私立学校等で学校教育法上の職名を用いていない

場合，下記により職務内容で判断してください。

･副 校 長：校長を助け，命を受けて校務をつかさどる。

･教 頭：校長及び副校長を助け，校務を整理し，及

び必要に応じ生徒の教育をつかさどる。

･主幹教諭：校長，副校長及び教頭を助け，命を受け

て校務の一部を整理し並びに生徒の教育

をつかさどる。

･指導教諭：生徒の教育をつかさどり，並びに教諭その

他の職員に対して，保育の改善充実のた

めに必要な指導を行う。

･教 諭：生徒の教育をつかさどる。

･助 教 諭：教諭の職務を助ける。

･養護教諭：生徒の養護をつかさどる。

･養護助教諭

：養護教諭の職務を助ける。

･栄養教諭：生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。

･講 師：教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。

□本務者には休職者，産休者及び育児休業者並び

に産休代替者及び育児休業代替者を含めます。た

だし，兼務者にはこれらの者は含めません。

□再任用のフルタイム勤務者は本務者,短時間勤務

者は兼務者に記入します。

□「介助員」（夏季休業中,辞令が一度解除される

者）は計上しません。

学校調査票（特別支援学校）（４－１）

□教員についてのみ記入します。

「７職員数」欄に記入した職員は記入しま

せん。

□産休（産前産後休暇）者,病気休暇者,介護

休暇者,同行休業者,学院修学休業者は記入

しません。

□部主事≦「17通学状況別在学者数」の部

の数（数値の記入のある行の数）となって

いますか。なお，一つの部に２名の部主事

を配置している場合はこの限りではありま

せんが，その旨を欄外に簡潔に記載してく

ださい。

【廃校も調査対象】

□廃校であっても，該当者がいる場合は記入します。理由については以下を参照してください。

･病気：本人の心身の故障(けがを含む。)により，入院，通院，自宅療養のため長期欠席した者。(自宅療養とは，医療機関の

指示がある場合のほか，自宅療養を行うことが適切であると児童生徒本人の周囲の者が判断する場合も含みます。)

･経済的理由：家計が苦しくて教育費が出せないとか，生徒が働いて家計を助けなければならない等の理由で長期欠席した者。

･不登校：何らかの心理的，情緒的，身体的，あるいは社会的要因･背景により，生徒が登校しないあるいはしたくともできな

い状況にある者（ただし，「病気」や「経済的理由」による者を除く。）の数。なお，欠席状態が長期に継続してい

る理由が，学校生活上の影響，あそび･非行，無気力，不安など情緒的混乱，意図的な拒否及びこれらの複合であるも

のとします。

･その他：上記「病気」，「経済的理由」，「不登校」のいずれにも該当しない，あるいは欠席理由が2つ以上あり主たる理由

が特定できない者。

□非常勤講師は兼務

者として扱います。

Ｎ

統計法に基づ

く国の統計調

査です。調査

票情報の秘密

の保護に万全

を期します。

□学校教育法第73条により当該学校が教育の対象と

している全ての障害種別について「1」を記入します。

当該学校が教育の対象としている障害種別は，学校

教育法施行規則第119条により，必ず学則その他の設

置者の定める規則に記載されていますので，当該規

則のとおり記入します。

□辞令面により記入します。

□各欄の区分については以下の者を記入します。

･事務職員：主事，事務主事等の名称で発令されている者，又は，主事補，事務主事補，事務補佐員，事務補助員等の名称で発令されている者。

･技術職員：技術的職務に従事する者をいいます。

･寄宿舎指導員：寄宿舎で児童生徒の養育に当たる者（学校教育法第79条）
･実習助手：学校教育法第60条第2項及び第4項の規定により実験又は実習について教員の職務を助ける者。
･養護職員（看護師等）：看護師（准看護師含む） ，保健師など養護をつかさどる職員。

･学校栄養職員：学校給食の栄養に関する専門的事項をつかさどる職員。（学校給食法第7条）
･学校給食調理従事員：「学校栄養職員」以外の学校給食の調理に従事する者。

･用務員：学校の環境の整備その他の用務に従事する者。

･警備員・その他：学校警備員，運転手，介助職員（教育職俸給表適用者を除く。）等を含めます。

□公立学校の場合,週30時間以内勤務の非常勤職員は兼務者とみなし計上しません。

なお、警備員等で他の職員と比べて勤務の様態が非常に異なっている者でも,１週間の勤務時間数が他の職員と同じである場合は,常勤的非常勤

職員として計上します。

□育児休業教員≧育児休業代替教員となっ

ていますか。なお，育児休業教員１名に対

し，代替教員(本務者に限る)を２名配置し

ている場合等はこの限りではありませんが，

その旨を調査票欄外に簡潔に記入してくだ

さい。



知
的
障
害

女

学 校 調 査 票（特別支援学校）（４－２）
1 5 E1･･･････････

特別支援学校 2
4

取扱者

氏　名

学 級 区 分

学
級
編
制
別

障害種別 訪
問
教
育
学
級

児童数
計

学　　年　　別

統計法に基づく基幹統計調査

学校名
学校

分校

報
告
者

校　長

氏　名

秘

５学年 ６学年 ６～11歳 12～14歳

年　　齢　　別

視
覚
障
害

聴
覚
障
害

肢
体
不
自
由

病

弱

・

身

体

虚

弱

１学年 ２学年 ３学年 ４学年

女 男 女

―令和〇年５月１日現在―

令和〇年度　学　校　基　本　調　査 都道府
県番号

学校コード

男

2 1

15歳以上

男 女 男

7 0 1 0

女 男 女 男 女 男女 男 女 男 女男

1 1 2 12

２学年 7 0 2 0

1１学年

3 444 3

2 2３学年 7 0 3 0 1

1

2

1 3

222

４学年 7 0 4 0 1

1

44 2 242

５学年 7 0 5 0

1

1 21 1 21 1 2

1６学年 7 0 6 0 1 11 1 1

2 1 35 1 2 1

1 1

1・2年生学級 7 0 7 0 5 1

1 23・4年生学級 7 0 8 0 1 11 1 2 1 21

5・6年生学級 7 0 9 0 2

2

6 1 13 1 6

1・2・3年生 7 1 0 0

1

1

7 1 1 0

7 1 2 0

7 1 3 0

7 1 4 0

7 1 5 0

7 1 6 0

7 1 7 0

7 1 8 0

7 1 9 0

7 2 0 0

7 2 1 0

7 2 2 0

7 2 3 0

7 2 4 0

7 2 5 0

7 2 6 0

7 2 7 0

7 2 8 0

7 2 9 0

7 3 0 0

児 童 数 合 計
ｄ＋ｅ＝ｆ ｄ ｅ

文　部　科　学　省

12 2 5 1 53 4 3 4 2 44 2 6 4 3

小
学
部
の
学
級
別
在
学
者
数
（
学
級
ご
と
に
一
段
ず
つ
と
っ
て
記
入
す
る
。
）

15

(1)

１．本校と分校（正規の手続を完了したもの。）は，別々に調査票を作成する。分校の調査票は，
本校で取りまとめ，校長から提出する。

２．数字は， の中に一字ずつ，右側につめて記入する。
３．｢学級編制別」欄には，単式学級は「１」を，また複式学級は「２」を記入する。
４．｢障害種別」欄には，当該学級が単一障害学級の場合には該当する欄に「１」を記入する。

重複障害学級の場合には主たる障害の該当する欄に「１」を，併せ持つ障害の該当する欄に
「２」を，それぞれ記入する。

５．｢訪問教育学級」欄には，該当する学級に「１」を記入する。
６．｢15」欄の記入方法は，手引の説明をよく読むこと。また，５月１日現在学級は設置されて

いるが在籍者がいない学級がある場合は，｢児童数計」及び「学年別」欄に と記

入する。
７．符号ｄ～ｆは，調査票の各欄の同符号と必ず一致しなければならない。
８．｢計」欄があるところは，必ず検算をする。

Ｎ

□学級編制上主たる教育の対象としている障害種

別に「１」を記入します。

さらに，重複障害学級にあっては，その重複する

障害種別の欄に「２」を記入します。

□単式学級の場合は「１」を，複式学級の場合は

「２」を記入します。

単式学級：同学年の生徒で編制されている学級

複式学級：２以上の学年の生徒で編制される学級

0

□「17 通学状況別在学者数」の「小学部」欄と合計は一致していますか。

□訪問教育学級とは，訪問教育を受けている児童のみで編制されてい

る学級をいいます。

□該当する学級には「１」を記入します。

0 0 0

25 16

□学級設置の届出はしているが，５月１日現在在籍児童がいない場合，「児童数計」欄と「学年別」欄に

「0」を入力します。（紙での提出の場合は、「N」を記入します。）

20XX/05/01  09:00

□ オンライン調査システムで回答した調査票については，調査票右下に送信した日付が表示されます。

空白になっていないか，表示されているのが本年度の日付かを必ず確認してください。



ｈ ａ

特別支援学校　３

統計法に基づく基幹統計調査

学校名
学　校

分　校

報
告
者

校　長

氏　名

秘 ―令和〇年５月１日現在―

令和〇年度　学　校　基　本　調　査 都道府
県番号

学　校　調　査　票（特別支援学校）（４－３）
学校コード

E1･･･････････ 41 5

不

自

由

病

弱

・

身

体

虚

弱

１学年

学　　年　　別 年　　齢　　別

15

（3）

学 級 区 分

学

級

編

制

別

２学年 ３学年 12～14歳 15歳以上

取扱者

氏　名

15

（2）

学 級 区 分

学

級

編

制

別

障害種別 訪

問

教

育

学

級

生徒数
計

1 11年

３　歳 ４　歳 ５　歳

男 女 男 女 男 女 男

視

覚

障

害

聴

覚

障

害

知

的

障

害

肢

体

不

自

由

病

弱

・

身

体

虚

弱

障害種別 幼児数
計

年　　齢　　別

女

8 0 1 0

女 男 女 男 女 男女 男 女 男 女 男

視

覚

障

害

聴

覚

障

害

知

的

障

害

肢

体

3 33 3 4歳組 6 0 1 03 3 3 21 1

2年 8 0 2 0 1

3 2

5 15 11 6 0 2 0 11 5歳組5 3
中
学
部
の
学
級
別
在
学
者
数
（

学
級
ご
と
に
一
段
ず
つ
と
っ

て
記
入
す
る
。
）
（

つ
づ
き
）

431 4

33年 8 0 3 0 1 1

幼
稚
部
の
学
級
別
在
学
者
数
（

学
級
ご
と
に
一
段
ず
つ
と
っ

て
記
入
す
る
。
）
（

つ
づ
き
）

132 212 21 2

重複1 8 0 4 0 2

14・5歳組 6 0 3 0 22 2 2

11 2 3 2 14・5歳組 6 03 1

訪問 8 0 5 0 1

4 0

11 1 11 6 0 5

重複2 8 0 6 0

0

2 1 6 0 6 0

8 0 7 0 6 0 7 0

8 0 8 0 6 0 8 0

8 0 9 0 0 9 06

8 1 0 0 6 1 0 0

8 1 1 0 6 1 1 0

8 1 2 0 6 1 2 0

8 1 3 0 1 3 06

8 1 4 0 6 1 4 0

8 1 5 0 6 1 5 0

8 1 6 0 6 1 6 0

8 1 7 0 1 7 06

8 1 8 0 6 1 8 0

8 1 9 0 6 1 9 0

8 2 0 0 6 2 0 0

1生 徒 数 合 計
ｇ＋ｈ＝ｉ ｇ

8 4 4 7 1

　「２」を，それぞれ記入する。

文　部　科　学　省

３．「学級編制別」欄には，単式学級は「１」を，また複式学級は「２」を記入する。 　別」欄に，中学部は「生徒数計」及び「学年別」欄に　　　　　　　と記入する。

４．｢障害種別」欄には，当該学級が単一障害学級の場合には該当する欄に「１」を記入する。 ７．符号ａ～ｃ及びｇ～ｉは，調査票の各欄の同符号と必ず一致しなければならない。

　重複障害学級の場合には主たる障害の該当する欄に「１」を，併せ持つ障害の該当する欄に ８．「計」欄があるところは，必ず検算をする。

１．本校と分校（正規の手続を完了したもの。）は，別々に調査票を作成する。分校の ５．「訪問教育学級」欄には，該当する学級に「１」を記入する。

　調査票は，本校で取りまとめ，校長から提出する。 ６．「15」欄の記入方法は，手引の説明をよく読むこと。また，５月１日現在学級は設

２．数字は，　　　　　の中に一字ずつ，右側につめて記入する。 　置されているが在籍者がいない学級がある場合は，幼稚部は「幼児数計」及び「年齢

4 2 5 51 幼 児 数 合 計
ａ＋ｂ＝ｃ

9
ｂ

73 3 1 3 7

Ｎ

□「17 通学状況別在学者数」の「中学

部」欄と合計は一致していますか。

□学級編制上主たる教育の対象としている障害種別に「１」を

記入します。

さらに，重複障害学級にあっては，その重複する障害種別の欄

に「２」を記入します。

□訪問教育学級とは，訪問教育を受けている生徒のみで編制されて

いる学級をいいます。

□該当する学級には「１」を記入します。

0 0 0

0 0 0

□単式学級の場合は「１」を，複式学級の場合は「２」を記入します。

単式学級：同年齢の幼児で編制する学級

複式学級：２以上の年齢の幼児で編制する学級

□学級編制上主たる教育の対象としている障害種別に「１」を記

入します。

さらに，重複障害学級にあっては，その重複する障害種別の欄に

「２」を記入します。

□学級設置の届出はしているが，５月１日現在在籍者がいない場合，

中学部の場合は「生徒数計」欄と「学年別」欄に「0」を入力します。

幼稚部の場合は「幼児数計」欄と「年齢別」欄に「0」を入力します。

（紙での提出の場合は、「N」を記入します。）

□「17 通学状況別在学者数」の「幼稚部」欄と合計は一致していますか。

□単式学級の場合は「１」を，複式学級の場合は

「２」を記入します。

単式学級：同学年の生徒で編制されている学級

複式学級：２以上の学年の生徒で編制される学級

14

20XX/05/01  09:00



統計法に基づく基幹統計調査

学校名

報

告

者

学校

分校

校　長

氏　名

取扱者

氏　名

学校コード

E1･･･････････

特別支援学校　４

秘 ― 令 和 〇 年５ 月１ 日現 在― 4

令 和 〇 年 度 学 校 基 本 調 査 都道府
県番号

学 校 調 査 票 （ 特 別 支 援 学 校 ）（４－４）
1 5

15（4）高等部の学級別在学者数（学級ごとに一段ずつとって記入する。）（つづき）

20 高等部の学科別在学者数及び入学者数

学科名
学科
番号

在 学 者 数 本科の
入学者数
（再掲）本 科 専 攻 科 別 科 計

学級区分

学

級

編

成

別

障害種別
訪

問

教

育

学

級

学　　　年　　　別 年　　　齢　　　別
生徒数
計病

弱

・

身

体

虚

弱

１学年 ２学年 男 女 計 男 女
視

覚

障

害

聴

覚

障

害

知

的

障

害

肢

体

不

自

由

男 女 男 女 男 女３学年 15～17歳 18～20歳 21歳以上

男 女 男 女 男 女 男 女 普通科 5 0女 男 女 男 女 男

1学年 9 0 1 0

3 4 8 31 0 0 1 2 1 7 1 71 0 1 6 1 5

3 41 1 0

2学年 9 0 2 0 1 1

3
専
門
教
育
を
主
と
す
る
学
科
（

小
学
科
別
に
記
入
す
る
。
）

科
5 0 2

3

0 4

科

4 3 4

0

3学年 9 0 3 0 1 1

5 2 5
科

5 02 5 2

2 2

0

2個学年複式 9 0 4 0 2 2

4 3 4 1
科

54 4 4

2 2 1

5 0 5 0
本

科

3個学年複式 9 0 5 0

1 2 1 1 2 11 3

6 0

9 0 6 0

2 1 1
科

5 01 3 1 2 1 12

0 7 0

9 0 7 0

科
5

5 0 8 0
科

9 0 8 0
科

5 0 9 0

9 0 9 0
科

5 1 0 0

科
5 1 1 0

9 1 1 0

9 1 0 0

計 5 1 5 0 1 8 39 9 9 6
k

1 5
l

30 0 0 0
j

1
ｍ

1 6
ｎ

1 5

１．本校と分校（正規の手続を完了したもの。）は，別々に調査票を作成する。分校の調査票は，本校で取りまとめ，

複式1 9 4 1 0 2

9 1 2 0

1
　校長から提出する。
２．数字は，　　　　の中に一字ずつ，右側につめて記入する。

複式2 9 4 2 0 1 1 1
３．「15」の「学級編成別」欄には，単式学級は「１」を，また複式学級は「２」を記入する。

0

専

攻

科

４．「15」の｢障害種別」欄には，当該学級が単一障害学級の場合には該当する欄に「１」を記入する。重複障害

9 4 3

1 2 1 1 12 1

７．「19」の「学科名」欄は，主として履修する科目のコースにより区分して記入する。
８．「19」欄の「本科の入学者数（再掲）」は，学科別に「在学者数」の「本科」より大きくなることはない。

６．「15」欄の記入方法は，手引の説明をよく読むこと。また，５月１日現在学級は設置されているが在籍者がいない
　学級がある場合は，｢生徒数計」及び「学年別」欄に　　　　　と記入する。

　学級の場合には主たる障害の該当する欄に「１」を，併せ持つ障害の該当する欄に「２」を，それぞれ記入する。
５．「訪問教育学級」欄には，該当する学級に「１」を記入する。

9 4 5 0

4 4 09

９．符号ｊ～ｎは，調査票の各欄の同符号と必ず一致しなければならない。

10．「計」欄があるところは，必ず検算をする。

9 6 1 0

9 4 6 0

別

科

9 6 2 0

9 6 3 0

生 徒 数 合 計
ｊ＋ｋ＝l

9 6 4 0

5 3 1

文　部　科　学　省

5 5 1 2 1 3
ｊ ｋ

9 4 3 8

Ｎ

0 0

□５月１日現在,在籍生徒がいないことを示します。

□単式学級の場合は「１」を，複式学級の場合は

「２」を記入します。

単式学級：同学年の生徒で編制されている学級

複式学級：２以上の学年の生徒で編制される学級

□訪問教育学級とは，訪問教育を受けている生徒のみで編制され

ている学級をいいます。

該当する学級には「１」を記入します。

0

□「17 通学状況別在学者数」の「高等部」

欄と合計は一致していますか。

□学科番号は必ず記入してください。

当該項目には小分類の学科番号を記入します。

0

1 7  1 7

□学級編制上主たる教育の対象としている障害

種別に「１」を記入します。

さらに，重複障害学級にあっては，その重複する

障害種別の欄に「２」を記入します。

□学級設置の届出はしているが，５月１日現在在籍生徒

がいない場合，「生徒数計」欄と「学年別」欄に「0」を

入力します。（紙での提出の場合は、「N」を記入しま

す。）
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□本科の入学者のみ記入

します。

入学者は５月１日までに

入学を決定した者とし，

転入学者は含めません。

また，補欠入学者及び入

学後５月１日までに他の

学校へ転学した者は含め

ますが，入学を取り消し

た者及び退学した者は除

きます。


